
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　原判決を破棄する。

　　　　　被上告人の請求をいずれも棄却する。

　　　　　訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人加藤和夫、同中野哲弘、同飯村敏明、同青木明、同岡崎謙琇、同後藤

晴男、同杉本文一、同本川のり子の上告理由について

一　原審の適法に確定した事実関係は、次のとおりである。(１)　被上告人は自己

の登録意匠（以下「本件本意匠」という。）を本意匠とする類似意匠の意匠登録出

願をしたが（以下、右出願に係る意匠を「本願意匠」という。）、本願意匠は先に

意匠登録出願がされた他人の意匠（以下「本件引用意匠」という。）に類似してい

た。(２)　本件引用意匠は、本件本意匠の意匠登録出願後、本願意匠の出願前に意

匠登録出願がされたものであるところ、右出願については拒絶査定が確定している。

(３)　被上告人は、本願意匠の意匠登録出願につき拒絶査定を受けたので、これを

不服として審判請求をしたところ、特許庁は、本件引用意匠と本件本意匠との類否

について判断することなく、本願意匠は本件引用意匠に類似するから意匠法九条一

項所定の登録要件を充足せず、意匠登録を受けることができないとして、被上告人

の審判請求は成り立たない旨の審決（以下、これを「本件審決」という。）をした。

　原審は、右事実関係の下において、次のとおり判断して本件審決を取り消した。

(１)　類似意匠の意匠登録出願の際に、右出願より先に意匠登録出願がされた他人

の意匠（以下「先願意匠」という。）が存在し、かつ、前者の意匠が先願意匠に類

似する場合でも、先願意匠が本意匠の意匠登録出願後に出願され、本意匠に類似す

るときは、先願意匠は、本来、本意匠の意匠権の及ぶ範囲に属するものとして実施

が許されないはずのものであるから、そのような先願意匠に類似意匠の意匠登録出
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願との関係で先願としての地位を認めることはできない。(２)　したがって、類似

意匠の意匠登録出願に係る意匠が先願意匠に類似する場合であっても、先願意匠が

本意匠の意匠登録出願後に出願され、本意匠に類似するものであって、その出願が

拒絶されたものであるときは、類似意匠の意匠登録出願に係る意匠は、本意匠に類

似するものである限り、意匠法一〇条一項により意匠登録を受けることができると

解するのが相当である。(３)　そうすると、本件審決が、本件引用意匠と本件本意

匠との類否について判断することなく、本件引用意匠に本願意匠に対する先願とし

ての地位を認めたのは違法である。

二　しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次のと

おりである。

　類似意匠の意匠登録出願に係る意匠が先願意匠と類似する場合には、先願意匠の

意匠登録出願が取り下げられ又は無効にされたときを除き、先願意匠が本意匠に類

似するかどうかにかかわらず、右類似意匠の意匠登録出願は、意匠法九条一項によ

り拒絶されるべきものと解するのが相当である。けだし、意匠法九条一項の規定の

適用上、意匠登録出願が初めからなかったものとみなされるのは、同条三項により

その意匠登録出願が取り下げられ、又は無効にされたときに限られていることから

すれば、先願の意匠登録出願につき拒絶査定が確定したとしても、その意匠登録出

願が先願としての地位を失うものではないと解すべきだからである。右のように解

したとしても、本意匠の範囲には影響しないから、本意匠の保護を目的とする類似

意匠登録制度の趣旨を損なうものではない。また、右の場合に本意匠の意匠権者が

類似意匠の意匠登録を受けることができなくなるのは、その意匠登録出願が先願意

匠の意匠登録出願に後れたためであって、意匠法が類似意匠の意匠登録出願の時期

について本意匠の意匠権者を優遇する特別の規定を設けていない以上、やむを得な

いものというべきである。
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　これと異なる判断の下に本件審決に違法があるとした原判決には法令の解釈適用

を誤った違法があり、この違法が原判決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。

論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、前記事実関係の下において

は、本願意匠が意匠法九条一項所定の登録要件を充足せず、意匠登録を受けること

ができないとした本件審決に違法はなく、他に被上告人は本件審決の取消事由を主

張していないから、その取消しを求める被上告人の本訴請求は理由がないのでこれ

を棄却すべきである。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条、九六条、八九条に従い、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり判決する。

　　　　　最高裁判所第二小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　大　　　西　　　勝　　　也

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　中　　　島　　　敏　次　郎

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　根　　　岸　　　重　　　治

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　河　　　合　　　伸　　　一
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